
阿保地区住民自治協議会規約 

第一章  総  則 

第１条 「名 称」 
     この会は、阿保地区住民自治協議会「以下、本会という。」と称する。 
第２条 「事務所の所在」 
     本会の事務所は、伊賀市阿保１５１番地１ 阿保地区市民センター

に置く。 
第３条 「目 的」 
     本会は、住民自治の精神に基づき自らにより、より良い良好な地域

社会を形成するにあたり、区域内の自治会、各種団体、事業所なら

びに区域内に在住する個人の相互の連携、協力、親睦を図り、地域

環境の整備等のまちづくり、地域づくりに寄与することを目的とす

る。 
第４条 「区  域」 

    本会は、阿保東部区、阿保西部区、弥生区、青山羽根区、別府区、柏

尾区、岡田区、寺脇区、川上区、奥鹿野区の１０区地内の区域とする。

但し、他の協議会と協力し連携して活動する場合は、この限りではな

い。 
第５条 「組 織」 
     本会は、役員会、運営委員会、実行委員会、会員をもって組織する。 
第６条 「事 業」 
     本会は、第３条の目的を達成するために次の事業を行う。 

１ 会員相互の情報の共有化、親睦、及び秩序の保持に関する事業 
     ２ 住民による、まちづくり、地域づくりに関する事業 

３ 行政との関係に於いての機能「諮問」「提案」「同意」「決定」に 
関する事業 

     ４ その他本会の目的を達成するため必要な事業 
     ５ 行政とのまちづくりに関する基本協定書に基づく業務 
第７条 「会  員」 
     本会会員は、次に掲げるとおりとする。 

１ 阿保地域内に居住する住民 
      ２ 阿保地域に住所地を置く事業所、企業 

 ３ 阿保地域住民で活動する各種団体、事業法人 
 ４ その他会長が必要と認める者 



      本会の名誉を毀損する行為、又は本会の秩序を乱す行為のあった者

は会員資格を失う。 

第二章  役  員 

第８条 「役  員」 
     本会に次の役員を置く。 
      会 長    １名 
      副会長    ２名 
      会 計    １名 
      事務局長   １名 
            顧 問    若干名           
第９条 「役員の選任」 
          １ 役員は運営委員会で選出する。 

                          ２ 役員の任期は２年とし、４月１日に始まり翌々年の３月３１日 
に終わる。ただし、再任を妨げない。 

          ３  役員に欠員が生じ、補欠のため選任された役員任期は、その前

任者の残任期間とする。 
     ４ 会長は、総会の同意を得て顧問を置くことができる。 
     ５ 〈削除〉 
第１０条 「役員の職務」 
      １ 会長は、本会を代表し、会務を総括し、役員会の議長となる。 
     ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代 

行する。 
     ３ 会計は、経理に関する業務を行なう。 
     ４  事務局長は、会務の事務処理及び事務局職員の業務を統括する。 
     ５  会長、副会長、会計、事務局長は役員会を組織して会務を執行 

する。 
第１１条 「監  事」 

１  監事は２名とし、役員および委員を兼ねることが出来ない。 
２  監事は、本会の財産及び事業の執行状況を監査、監督する。 

 

第三章  会 議 

第１２条 「会  議」 
        会議は、総会、役員会及び運営委員会、実行委員会、部会、特別委

員会とする。 



第１３条 「総  会」 
      総会は代議制とし役員、運営委員、部会委員、各区区長代理を以て 

構成する。 
総会は通常総会及び臨時総会とする。 

      通常総会は毎年１回開催する。 
臨時総会は次の場合に開催する。 
１ 役員会において必要と認めたとき 
２ 会員総数の３分の２以上から会議の目的を示し、開催の請求 

があったとき 
３ 監事から開催の請求があったとき  
総会の招集は会長が招集する。 
総会は原則として公開とする。 
総会の議長は、その総会において出席者の中から選出する。       

第１４条 「総会の付議事項」 
      総会においては、次の事項を付議する。 
      １  事業報告、収支決算に関すること 
      ２  事業計画、収支予算に関すること 
      ３  規約、規定の制定、改廃に関すること 
      ４  役員選任承認に関すること 
      ５  その他役員会が必要と認めた事項 
第１５条 「総会の決議」 
      総会は、代議総数の２分の１以上の出席がなければ議決することが 

出来ない。総会の議事は出席者全員の過半数でこれを決し、可否同

数のときは議長の決するところによる。 
第１６条 「役員会」 

役員会は、会長、副会長、会計、事務局長をもって構成し、必要に

応じて随時会長がこれを招集する。役員会は会務に関する重要事項、

基本事項、その他総会の付議事項に属さない事項について審議し決

議する。議決は役員の過半数をもって決議とする。 
第１７条 「運営委員会」  
     １  運営委員会は、役員、自治会（各区区長）、各部会部長を以て構 

成し必要に応じて随時会長がこれを招集する。                                                                                              
運営委員会は組織運営にあたっての方針や重要な事項について

審議する。 
２ 地域まちづくり計画は、運営委員会で策定する。 
３ 会長は、必要であると認められるとき、委員以外の者を出席さ 



せ、意見を求めることができる。     
第１８条 「実行委員会」・「部会」・「特別委員会」 
     １ 総会、役員会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策 

を実施するため、必要に応じて実行委員会を置く。 
２ 総会及び運営委員会で決定された方針に基づき、施策を実施す 

るため、次の部会を置く。  
      ① 区長部会      ②地域まちづくり推進部会 
      ③ 防犯防災・環境部会 ④健康・スポーツ部会 

⑤ 産業交流部会    ⑥広報部会 
       ⑦ 教育・文化部会   ⑧福祉部会 
     ３ 各部会委員は、会員の中から運営委員会で選出する。 

４ 各部会は部長、会計担当を部会委員の中から選出し、部長は部 
会を代表して、会務を総括する。各部会の副部長は、自治会（区  

長）が担当する。 
                       ５ 各部会間の会務の調整は、運営委員会が行なう。 
                      ６ 「特別委員会」は、専門的な企画・案件の立案審議を行い運営

                       委員会へ提出する。委員は運営委員会の同意を得て、会長が案

                         件の都度選出する。ただし、会員以外の有識者を選出すること

                      ができる。 

第四章  会  計 

第１９条 「経費の支弁」 
      本会の運営に関する経費は、会費、交付金、補助金及び寄付金、そ 

の他収入を以ってこれに充てる。 
第２０条 「会計年度」 
      会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 
第２１条 「事務局」 
      本会に会務を処理するための事務局を設け、事務職員を１名置く。 

第五章  その他 

第２２条 「規約の改廃」 
      本規約、細則を変更しようとするときは、総会において出席者の４ 
       分の３の同意を得なければならない。 
第２３条 「解散」   

   本会の解散については、総会において出席者の４分の３以上の賛成 
を得なければならない。 



第２４条 「規則等への委任」 
この規約に定めるものの他、協議会の運営に関し必要な事項は、会  

長が運営委員会に諮り別に定める。 

付  則 

  １．本規約は、平成１７年４月１日より施行する。 
  ２．本会の運営についての必要な規定は細則で定める。 

３．平成１８年５月１３日一部改正（第１７条２項） 
４．平成２０年６月１４日一部改正（第８条、第１２条、第１７条） 
５．平成２３年５月２２日一部改正（第６条９項追加、第８条、第１１条 

追加、第１７条１項、第１８条２・３変更及び４・５項追加） 
６．平成２４年５月２６日一部改正（第９条第１項） 
７．平成２６年６月２２日一部改正（第２条、第４条、第１８条、第２１

条、第２３条追加） 
８．平成２７年５月１６日一部改正（第９条４項追加、第１７条１項、第

１８条１項、２項、第２３条、第２４条） 
９．令和元年５月１８日一部改正（第９条１項、第９条５項追加、第１２

条、第１８条６項追加、第１９条、第２１条） 
１０．令和２年５月１５日一部改正（第２条、第１７条） 
１１．令和３年５月１５日一部改正（第９条１項、第９条５項削除） 
１２．令和４年５月１４日一部改正（第２条、第２１条） 


